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                                全国設計事務所健康保険組合 

 

 

令和 8 年度 保険料率改定のお知らせ 
 

 

１．健康保険料率変更の背景と考え方 

政府の少子化対策の抜本強化により、令和８年度より新たに「子ども・子育て支援金制度」が導

入されます。 

 この制度は、子育て世代を社会全体で支えるため、すべての医療保険加入者が支援金を負担する

仕組みです。（※健保組合は子ども子育て支援金の代行徴収的な位置づけです。） 

 当組合では、被保険者および事業主の総負担が増えないよう、現行の健康保険料率（9.00％）か

ら支援金相当分を差し引く形で改定を行うこととしました。 

２．新料率の内容（令和 8 年 4 月分から適用） 

区 分 
現行 

（令和７年度） 

新 

（令和８年度） 
備 考 

一般健康保険料率 9.00％ 
8.75％ 

（仮置き） 
子ども・子育て支援金分を減 

子ども・子育て支援金料率 ― 
0.25％ 

（仮置き） 
令和８年１月告示予定 

合 計 9.00％ 9.00％ 負担変わらず 

 

３．介護保険料率の改定（令和 8 年 4 月分から適用） 

介護保険料率については、当組合の準備金保有水準を踏まえたうえで、安定的な財政運営を確保

しつつ、被保険者および事業主の負担軽減を図る観点から引き下げることとしました。 

区 分 
現行 

（令和７年度） 

新 

（令和８年度） 
備 考 

介護保険料率 1.95％ 1.70％ 準備保有水準を踏まえ引き下げ 



４．考え方のポイント 

・健康保険料と子ども・子育て支援金を合わせた総負担は変わりません。 

・介護保険料率の引き下げにより、事業所および被保険者の負担軽減を図ります。 

・組合としては今後も、安定した財政運営と給付の適正化に努め、毎年度の財政状況を踏まえ保険

料率の妥当性を検証してまいります。 

５．保険料率構成イメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

６．今後について 

・子ども・子育て支援金の正式な料率は、国で確定し、告示されます。確定次第、改めてご案内い

たします。 

・新しい保険料率は、事業所および事業所にて加入している被保険者の方については令和８年４月

分（５月納付分）より、任意継続被保険者の方については令和８年４月分（４月納付分）より適

用されます。 

 なお、任意継続保険料前納納付希望の方は、令和８年３月 31日納付期限より適用されます。 

・令和９年度につきましては８年と同様に健康保険料と子ども・子育て支援金を合わせた総負担は

変更いたしませんが、子ども・子育て支援金料率が別途示される予定の為、詳細が確定次第改め

てお知らせいたします。 

 

◆お問い合わせ先:全国設計事務所健康保険組合 業務部 適用・徴収グループ TEL：03‐3404‐7344 

 

支援金率・支援金の負担イメージ 
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支援金 0.25％ 

一般健康保険料率の推移 

一般健康保険料率＋子ども・子育て支援金 0.25％＝9.00％ 
（総負担は現行と同じ） 
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1.95 
％ 

 

1.70 
％ 
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介護保険料率の推移 

※支援金率は、令和８年度からスタートし、令和 10

年度にかけて 0.4％程度に段階的に上がることが想

定されます。ただし、国が令和 10 年度に支援納付

金の最大規模を決めているため、今後、健康保険料

や介護保険料のように右肩上がりに増え続けること

はありません。 

 

支援金額の計算方法 
（標準報酬月額×支援金率※＝毎月の支援金額） 

 

 


